
譲渡の申し込みをする

令和7年度譲渡会スケジュール【後期】

猫の譲渡会

10/19(日)10/5（日）

11/１6（日）11/2（日）

12/21（日）12/7（日）

1/18（日）1/4（日）

2/１5（日）2/1（日）

3/15（日）3/1（日）

猫の事前審査・講習会

10/２2（水）10/19(日)10/8（水）10/5（日）

11/19（水）11/16（日）11/4（火）11/2（日）

12/24（水）12/21（日）12/10（水）12/7（日）

1/２8（水）1/18（日）1/14（水）1/4（日）

2/18（水）2/15（日）2/3（火）2/1（日）

3/17（火）3/15（日）3/4（水）3/1（日）

STEP３ 事前審査及び講習会

事前審査ではSTEP2の書類を確認しながら
飼養者の面談を行います。
事前講習会では、適切な飼養ができるよう、
様々な情報をお伝えします。

事前講習会受講後、「事前講習会受講済証」を発行します。
※譲渡会参加資格は、事前講習会受講済証発行後、1年間有効です。

STEP2 必要書類の用意

① 譲渡申出書
② 譲渡に関する誓約書
③ 同意書（61歳以上の方に限る）

※継続して飼養できなくなった場合
代わりの飼い主の同意が必要です。

上記書類についてはホームページの
「譲渡情報」ページからダウンロードできます。

STEP1 ホームページへアクセス

譲渡情報ページの「譲渡申出の申し込み」より
譲渡の事前審査及び講習会の予約を行ってください。
担当者より日程調整の確認のお電話を差し上げます。

インターネットをご利用でない方はおおいた動物愛護センターまでお問合せください。

譲渡会参加までの流れ

TEL （097）588-1122
住所 〒870-1201 大分市大字廻栖野3231番地47

● 飼養者について
大分県内在住者である 20才以上である
動物を終生適正に飼い続けることができる

● ご家族やお家（飼養場所）について
飼うことを同居人全員が賛成している

同居人に動物アレルギーがない
借家等の場合、管理者が動物の飼養を承認している
動物の飼育ができない住宅に転居する予定がない

● 現在犬・猫を飼養されている方について
不妊・去勢手術が済んでいる
飼養している犬猫の頭数が合わせて3頭未満
犬の登録及び狂犬病予防注射の接種が済んでいる
猫は完全室内飼いをしている

■ 事前審査 ・・・ 上記日程の8：30～11：00の間で、担当者が１組３０分間程度行います。
■ 事前講習会 ・・・ 上記日程の11：00から約１時間行います。
■ 譲渡会 ・・・ 毎週日曜日12：30から受付をしています。

譲渡の申込をする前に
こちらをご確認ください。

猫の譲渡会：第１・３日曜日

事前審査及び講習会を受ける場合、
以下のものを持参してください

STEP４ 譲渡会

事前審査及び事前講習会を受けずに譲渡会に行っても譲り受けできませんので、
ご注意ください。

当日は以下のものをご用意ください。
・事前講習会受講済証
・犬、猫を連れて帰るキャリー・首輪・リード等
・タオル、ペットシーツ ・筆記用具
・不妊又は去勢手術に要した費用 １頭につき5,550円

（不妊去勢手術済の犬猫に限る）
・マイクロチップ装着に要した費用 １頭につき2,000円

（マイクロチップ装着済の犬猫に限る）

犬の譲渡会

10/１2（日）

11/9（日）

12/14（日）

1/１1（日）

2/8（日）

3/8（日）

犬の事前審査・講習会

10/29（水）10/15（水）10/１2（日）

11/２6（水）11/１2（水）11/9（日）

12/17（水）12/14（日）

1/21（水）1/１1（日）

2/25（水）2/10（火）2/8（日）

3/25（水）3/１1（水）3/8（日）

犬の譲渡会：第２日曜日
※第4日曜日も開催する場合は、ＨＰで

お知らせしますのでご確認ください。


